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横浜市○○地区センターの指定管理業務に関する基本協定書（素案） 

 

横浜市（以下「市」という。）と横浜市○○地区センター（以下「地区センター」という。）の指定

管理者として指定された○○（以下「指定管理者」という。）とは、次のとおり、指定管理者が行う

業務（以下「本業務」という。）に関し、この基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

 

第１章 総則 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、地方自治法に基づく公の施設である地区センターの、住民福祉増進に当たって

の重要性を指定管理者が十分に理解及び認識し、市と連携して、適正かつ円滑に管理運営してい

くため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 指定管理者は、民間事業者のノウハウや能力を活用して、公の施設設置の目的を効果的か

つ効率的に達成するという指定管理者制度の趣旨に鑑み、地区センターの管理運営に際しては、

地区センターにおけるサービスの拡充等に貢献するとともに、新たなサービスを積極的に展開し

ていくべき立場にあることを確認する。 

２ 指定管理者は、地区センターにおける市民サービスの継続的かつ安定的提供を担う責任を有す

ることを十分に踏まえ、地区センターの管理運営（以下「本指定管理」という。）の期間（以下「指

定期間」という。）を、責任を持って全うすべき立場にあることを確認する。 

 

（公共性の趣旨の尊重） 

第３条 指定管理者は、地区センターの設置目的、指定管理者の指定の意義及び本指定管理の実施

にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。 

 

（透明性の確保及び説明責任） 

第４条 市及び指定管理者は、公の施設が住民の福祉の増進を目的に設置したものであることを踏

まえ、利用者をはじめとした住民ニーズの把握及びこれを十分に反映した施設運営が実現できる

ように努めるとともに、市民に必要な情報提供等を行うなど、施設の管理運営について透明性の

確保を図り、説明責任を果たすものとする。 

 

（用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。 

 

（信義誠実の原則） 

第６条 市及び指定管理者は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に

※この基本協定書は素案であり、最終的な内容は、指定候補者に提示し、協議の上決定します。 
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履行しなければならない。 

 

（対象施設） 

第７条 本指定管理の対象となる施設の名称及び所在地は次のとおりとする。 

横浜市○○地区センター 

横浜市○○区○○ ○丁目○番地○ 

２ 指定管理者は善良なる管理者の注意をもって施設の管理運営を行わなければならない。 

 

（指定期間等） 

第８条 指定期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。 

２ 本指定管理に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 

 

第２章 本指定管理の業務の範囲と実施条件 

 

（本指定管理の実施により達成すべき目標） 

第９条 指定管理者が、本指定管理の実施によって達成を目指すべき目標は次のとおりとする。 

(1) ○○○○○○○○ 

(2) ○○○○○○○○ 

(3) ○○○○○○○○ 

【特筆すべき提案がある場合はその目標を追加する】 

(4) ○○○○○○○ 

 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第 10 条 本指定管理において、指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 地区センターの施設の利用の許可等に関すること。 

(2) 地区センターの運営に関すること。 

(3) 横浜市地区センター条例（昭和 48年６月横浜市条例第 46号。以下「条例」という。）第２条

第２項に規定する事業の実施等に関すること 

(4) 地区センターの建物及び設備の維持保全及び管理に関すること 

(5) その他市が定める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、本協定及び本協定第 17条にある各規程に定めるとおりとする。 

 

（市が行う業務の範囲） 

第 11 条 次の業務については、市が行うものとする。 

(1) 地区センターの目的外使用の許可 

(2) 地区センターの長寿命化対策や老朽化による大規模修繕及び機能向上等を目的とする改修、

増築、移設に係る業務 

(3) その他法令等において別に定められること 

【第９条について】 
公募要項に記載する「横浜市○○地区センター関連資

料」の１－(5) 「施設運営の振り返り及び次期指定期間
に指定管理者に求める方向性等」で記載する「①次期指
定期間に指定管理者に求める方向性及び改善すべき課題
等」と「②それに対する指定候補者（管理者）からの提
案内容」等を勘案し、指定管理者と協議のうえ、記載し
ます。 
また【特筆すべき・・・】については、提案時の事業

計画書や第２回選定委員会で指定候補者（管理者）から
特筆すべき提案があった場合に、記載します。 



 

- 3 - 

 

２ 指定管理者は、市が行う業務について、その実施のため協力しなければならない。 

 

（近隣対策） 

第 12 条 指定管理者は、本業務を遂行するにあたり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行

のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し近隣対策を実施するもの

とする。 

 

（責任者の配置） 

第 13 条 指定管理者は、管理業務を円滑かつ適正に履行するため、地区センターに館長を配置する

ものとする。 

 

（業務従事者） 

第 14条 指定管理者は、自らの責任と費用負担で業務従事者の労働安全衛生管理を行うものとする。 

２ 市は、指定管理者が配置した業務従事者が、本指定管理を行うことについて正当な理由により

不適当と認めた場合は、理由を付した文書をもって業務の改善を求めることができる。 

３ 指定管理者は、前項の規定に基づく請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じ

なければならない。 

４ 指定管理者は、前項の規定に基づき、業務の改善を行ったことにより、指定管理者の負担する

費用が増加し、又は損害が発生しても、係る増加費用又は損害について市に対し、いかなる費用

の負担も求めることができない。 

 

（業務の範囲又は業務実施条件の変更） 

第 15 条 市又は指定管理者は、必要と認めた場合は、本協定第 10条及び第 11条に定める本指定管

理の業務の範囲の変更を求めることができる。当該変更を求める場合は理由を付した文書をもっ

て行うものとする。 

２ 市又は指定管理者は、前項に定める文書の提出があった場合は、遅滞なく協議に応じなければ

ならない。 

３ 前項の規定に基づく協議の結果により、業務の範囲又は業務実施条件に変更が加えられること

により生じる指定管理料の変更についても協議の対象とする。 

 

（自主事業の実施） 

第 16 条 指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲で、指定管理者の責任と費用により自

主事業を実施することができるものとする。 

２ 自主事業を実施する場合、指定管理者は事業計画書を事前に市に提出し、承認を得なければな

らない。この場合において、市及び指定管理者は必要な協議を行うものとする。 

３ 市及び指定管理者は、協議により、自主事業の実施条件等を別に定めることができるものとす

る。 

４ 事業終了後、指定管理者は、市の指定する期日までに自主事業の事業報告書等を市へ提出しな
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ければならない。 

５ 指定管理者は、本条に定める自主事業に係る収入については、本指定管理専用の口座と別の口

座を設け、これを管理するものとする。 

 

第３章 本指定管理の実施 

 

（本指定管理の実施） 

第 17 条 指定管理者は、条例、横浜市地区センター条例施行規則（平成 15年 10月横浜市規則第 93

号。以下「規則」という。）、本協定、各年度に市と指定管理者が協議し締結する協定（以下「年度

協定」という。）、横浜市地区センター指定管理者公募要項（以下「公募要項」という。）、指定管理

者制度における実務手引きのほか、事業計画書等に基づき、誠実かつ円滑に本指定管理を実施す

るものとする。 

 

（法令の遵守） 

第 18 条 指定管理者は、本指定管理の実施に当たり、関係する法令を遵守しなければならない。関

係する主な法令については、次のとおりとする。 

(1) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）（以下「法」という。） 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号） 

(3) 横浜市地区センター条例（昭和 48年６月横浜市条例第 46号） 

(4) 横浜市地区センター条例施行規則（平成 15年 10月横浜市規則第 93号） 

(5) 横浜市行政手続条例（平成７年３月横浜市条例第 15号） 

(6) 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

(7) 横浜市個人情報の保護に関する条例（令和４年 12月条例第 38号） 

(8) 横浜市暴力団排除条例（平成 23年 12月横浜市条例第 51号） 

(9) 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働

者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び雇用保険法等） 

(10) 建物・設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法、水道法及び建築物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律等） 

(11) 環境関係法令（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、

地球温暖化対策の推進に関する法律等） 

(12) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成 28

年法律第 68号） 

(13) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号） 

(14) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号） 

２ 指定期間中に前項に規定する法令等に改正があった場合は、改正された内容を本協定の仕様と

する。 

 

（本協定以外の規程の適用関係） 
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第 19 条 第 17 条に掲げる各規程の間に解釈上の矛盾又は齟齬が生じた場合、本協定、年度協定、

公募要項、質問回答書、提案書の順に解釈が優先されるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、提案書にて公募要項を上回る水準が提案され、市と指定管理者で協

議の上実施を決定したものについては、これを優先するものとする。 

３ 第 17条に掲げる各規程の記載内容の解釈に疑義が生じた場合には、市及び指定管理者は、協議

の上、記載内容に関する事項を決定するものとする。 

 

（開館時間及び休館日）【※ 各施設の内容を記載してください。】 

第 20 条 開館時間及び休館日は、規則第２条及び第３条の規定に基づき、次のとおりとする。 

(1) 開館時間 

ア 月曜日から土曜日 午前９時から午後９時まで 

イ 日曜日、祝日及び休日 午前９時から午後５時まで 

(2) 休館日（※ コミュニティハウスは休館日が異なるので注意してください。） 

ア 年末年始 12月 28日から１月４日まで 

イ 施設点検日（月１回） 

２ 指定管理者は、休館日又は開館時間の変更を必要とする場合は、市に変更を申し出ることがで

きる。 

３ 市は、前項の申出を受けたときは、特に必要があると認める場合、規則第２条第２項、第３項又

は第３条第２項の規定に基づき、休館日又は開館時間の変更を行うものとする。 

４ 第１項の規定に関わらず、市は、特に必要があると認める場合は、開館時間及び休館日を変更

することができる。 

 

（利用の許可） 

第 21 条 指定管理者は、条例第８条の規定に基づく施設の利用の許可の実施に当たっては、条例、

規則及び横浜市行政手続条例（平成７年３月横浜市条例第 15号）、行政事件訴訟法（昭和 37年５

月 16 日法律第 139 号）、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）等の規定に従わなければなら

ない。 

２ 指定管理者は、利用の許可の実施に当たって疑義がある場合には、市と協議するものとする。 

３ 指定管理者は、市が示す基準に従い施設の優先利用を認めることができる。 

 

（利用者への指導、助言等） 

第 22 条 指定管理者は、利用者の安全で適切な利用のため、利用の相談・問合せ、利用の申込、事

前打合せ及び施設利用等の機会を通じ、必要な指導、助言等を行うものとする。 

 

（事前準備） 

第 23 条 指定管理者は、指定期間の開始に先立ち、本指定管理の実施に必要な資格の保有者及び人

材を確保し、必要な研修を行わなければならない。 

２ 指定管理者は、本指定管理を遂行するために許認可が必要な場合は、指定管理者の責任におい
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て、それを取得しなければならない。また、指定管理者が市に対して、許認可の取得及び届出等に

関する協力を求めた場合には、市は協力に努めることとする。 

３ 指定管理者は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、市に対して施設の立入りを

申し出ることができる。 

４ 市は、指定管理者から前項の申出を受けた場合は、正当な理由のある場合を除いてその申出に

応じるものとする。 

 

（第三者による実施） 

第 24 条 指定管理者は、本協定第 10 条に定める業務の一部について、委託する業務の内容、委託

契約の締結方式及び相手方等に関して予め市と文書により協議し承認を得た上で、第三者に委託

することができる。ただし、○○業務及び○○業務については一括して第三者に委託することが

できない。 

２ 指定管理者がその業務の一部を第三者に実施させることとなる場合は、全て指定管理者の責

任及び費用において行うこととし、当該業務に関し指定管理者が使用する第三者の責めに帰す

べき事由により生じた増加費用及び損害は、全て指定管理者が負担するものとする。 

 

（リース契約）【※ 指定期間を超えたリース契約を締結することが想定される場合のみ記載】 

第○条 指定管理者は原則として指定期間を超えるリース契約を行わないものとする。ただし、市

と指定管理者の協議において、指定期間終了後の取扱いを明確にしたうえで、指定期間を超える

リース契約を締結することができる。 

 

（施設の維持保全等） 

第 25 条 指定管理者は、建物及び設備について、「維持保全の手引」及び「施設管理者点検マニュ

アル」など市が別に定める基準に基づき、適切な維持保全を行わなければならない。 

２ 設備や施設の機能向上に係る改修、増築、移設業務は、市が自己の費用と責任において実施す

るものとする。ただし、市の承認を得た場合、指定管理者は、これらの業務を自己の費用と責任に

おいて実施することができる。 

３ 地区センターの修繕については、１件につき 60 万円(or【※集会所・スポーツ会館の場合：30

万円】)（消費税を含む。）以上のものについては市が自己の責任及び費用において実施するもの

とし、１件につき 60 万円(or【※集会所・スポーツ会館の場合：30 万円】)（消費税を含む。）未

満のものについては指定管理者の責任及び費用負担において実施するものとする。 

また、当該年度中に指定管理者が行う修繕の費用負担が 200万円(or【※集会所・スポーツ会館

の場合：30万円】)を超える際は、市の責任及び費用において実施するものとする。 

ただし、上記に示す指定管理者の費用負担の金額を超える場合であっても、横浜市との協議に

基づき指定管理者が執行する場合は、この限りではない。また、この場合、指定期間終了後の買取

を求めないことを条件とする。 

４ 指定管理者が前項に規定する地区センターの修繕を行う際は、緊急の場合を除き、市に対して

予告し了承を得るものとする。 

第三者委託不可の業務がある場合は記載 
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５ 指定管理者は、併設施設との間で施設管理に関する覚書に定めのある場合、保守点検等につい

ては、その覚書に従って実施するものとし、また、施設管理に係る経費についても、その覚書に従

って負担、支出するものとする。 

 

（電気主任技術者の選任及び届出等） 

第 26 条 指定管理者は、自家用電気工作物の保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し、

経済産業省関東東北産業保安監督部に届け出なければならない。 

２ 指定管理者は、市から指定管理者として指定を受けた施設の自家用電気工作物について、電気

事業法（昭和 39年法律第 170号）第 39条第１項（技術基準の遵守）の義務を果たすものとする。 

３ 市は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、指定管理者が選任

する電気主任技術者の意見を尊重する。  

４ 市及び指定管理者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気主任技術

者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。  

５ 市及び指定管理者は、電気主任技術者として選任する者に、当該自家用電気工作物の工事、維

持及び運用に関する保安監督業務を、誠実に行うことを確約させる。 

６ 指定管理者は、併設施設との管理区分上、自家用電気工作物が共有部分に該当する場合は、第

１項から前項までの内容について、他の施設との間で協力し適正に管理を行うものとする。 

 

（緊急時の対応） 

第 27 条 指定期間中、本指定管理の実施に関連し、又は施設において事件・事故若しくは火災、地

震等による損傷等（以下「緊急事態」という。）が発生した場合、指定管理者は直ちに必要な措置

を講じるとともに、市及び関係機関に遅滞なく通報しなければならない。 

２ 指定管理者は、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ、その原因を調査し、市に遅滞なく報告

するものとする。当該調査に関し、市は必要な協力を行うものとする。 

３ 指定管理者は、緊急時の連絡網を作成し、市に提出するものとする。 

 

（事件・事故等の防止及び対応体制） 

第 28 条 指定管理者は、事件・事故等を防止し施設の損害等を最小限に止めるため、事件・事故等

の防止及び対応体制等について定めたマニュアル等を作成し、職員を指導しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項のマニュアル等に基づき、随時、施設の安全性やサービス内容について点

検し、必要な措置を講じるものとする。 

３ 指定管理者は、本業務を遂行するにあたり、防火管理者を選任した上で消防計画書を作成し、

所轄の消防署に届出を行うものとする。 

 

（守秘義務） 

第 29 条 指定管理者及び業務従事者は、本指定管理の実施により知り得た秘密及び市の行政事務等

で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 

２ 前項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。 
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（個人情報の保護） 

第 30 条 指定管理者は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関

する法律についてのガイドライン（通則編）に基づき、個人情報の具体的な取扱いに係る規律を

整備するほか、個人情報の保護に関する法律及び横浜市個人情報の保護に関する条例その他秘密

保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙２「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

ければならないものとする。 

２ 指定管理者は、市が示す「指定管理者の保有する保有個人データの開示等の請求に関する標準

規程」に準拠して「保有個人データの開示等の請求に関する規程」を作成し、これに基づき適切な

対応をしなければならない。 

３ 第１項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。 

 

（情報公開の責務） 

第 31 条 指定管理者は、市が示す「指定管理者の情報の公開に関する標準規程」に準拠して「情報

公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。 

 

（施設のウェブサイトの管理） 

第 32 条 指定管理者は、施設のウェブサイトを設置し、次の情報を掲載しなければならない。 

(1) 指定管理者名 

(2) 施設の事業報告書等が掲載されている市ウェブページのリンク 

(3) 施設の利用要綱や利用案内等 

２ 指定管理者は、ウェブサイト等インターネットを利用して情報を受発信する場合は、すべての

人が安全かつ適切に情報を得られるよう、セキュリティを確保するとともに、「ウェブアクセシビ

リティ仕様書」に基づき、「JIS X 8341-3:2016の適合レベル AA」に準拠したウェブアクセシビリ

ティに配慮しなければならない。 

 

（文書管理） 

第 33 条 指定管理者は、本指定管理の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければ

ならない。 

 

（人権の尊重） 

第 34 条 指定管理者は、本指定管理の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するととも

に、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度１回以上実施するよう努めなければならない。 

 

（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮の提供） 

第 35 条 指定管理者は、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合にお

いて、その実施に伴う負担が過重でないときは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する横

浜市職員対応要領」を参考に合理的配慮の提供を行わなければならない。 
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第４章 備品等の取扱い 

 

（指定管理者による備品等の管理等） 

第 36 条 指定管理者は、本指定管理実施の用に供するため、別添の市が所有する備品等（以下「備

品等（Ⅰ種）」という。）を管理する。 

２ 指定管理者は、指定期間中、備品等（Ⅰ種）を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 備品等（Ⅰ種）が経年劣化等により本指定管理実施の用に供することができなくなった場合、

指定管理者は、市との協議により、必要に応じて自己の費用により当該備品等を修繕又は調達す

るものとする。修繕は、第 25条第３項の規定に準じ行うものとする。 

４ 前項の場合において、多額の費用を要することなどにより当該備品の修繕が困難なとき又は市

が認めた場合には、指定管理者は、市との協議により、当該備品を廃棄することができる。 

５ 前項の規定に基づき当該備品を廃棄する場合、原則として指定管理者は、同等の機能を有する

備品等を、自己の費用により購入、調達するものとする。ただし、市が購入、調達する場合又は市

が必要ないと認めた場合は、この限りでない。 

６ 指定管理者は、前項の規定により自己の費用により購入、調達した備品等について、市に所有

権を移転するとともに、備品等（Ⅰ種）として管理する。ただし、市が必要ないと認めた場合は、

この限りでない。 

７ 指定管理者は、故意又は過失により備品等（Ⅰ種）を破損滅失したときは、市との協議により、

これを弁償するものとする。 

８ 指定管理者が本業務会計において調達した備品については、備品（Ⅰ種）として物品管理簿に

登載するものとし、その帰属は市のものとする。備品（Ⅰ種）とするにあたっては、寄贈願を市に

提出する。 

９ 指定管理者は、市民等から備品の寄贈申し出を受けた場合は、あらかじめ市と協議し承認を得

た上で、寄贈を受けることができるものとする。 

10 指定管理者は、指定期間中、備品（Ⅰ種）を本業務遂行のためにのみ使用するものとし、第三者

に権利を譲渡し、又は施設での利用以外の目的で貸与してはならない。 

 

（指定管理者による備品等の購入等） 

第 37 条 指定管理者は、本指定管理の実施のため、自己の費用により備品等を購入又は調達するこ

とができる。 

２ 指定管理者は、自己の費用により購入又は調達した備品等（以下「備品等（Ⅱ種）」という。）を

帳票に記載し、前条に規定する備品等（Ⅰ種）と明確に区別して管理しなければならない。 

３ 前項に規定する備品等（Ⅱ種）は、指定管理者に帰属するものとする。ただし、市と指定管理者

の協議により、市に所有権を移転することを妨げない。 

 

第５章 業務実施に係る市の確認事項 
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（事業計画書等） 

第 38 条 指定管理者は、提案書を踏まえ、市が定めるところにより、市の指定する期日までに次年

度の事業計画書等を市に提出しなければならない。 

２ 事業計画書等作成の際には、運営目標を具体的な指標として設定し、年度末の振り返り時には

達成状況及び目標と実績との差異を踏まえて改善計画を策定し、次年度の目標設定に生かすもの

とする。 

３ 市及び指定管理者は、事業計画書等を変更しようとするときは、市と指定管理者の協議により

決定するものとする。 

 

（事業報告書等） 

第 39 条 指定管理者は、市が定めるところにより、毎年度終了後２か月以内に当該年度の事業報告

書等を市に提出しなければならない。 

２ 前項に定める事業報告書等には、第 45条に定める自己評価の結果も含めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市が年度の途中において指定管理者に対する指定管理者の指定を

取消した場合は、指定管理者は、指定が取り消された日から 30日以内に当該年度の事業報告書等

を市に提出しなければならない。 

４ 市は、必要があると認めるときは、事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、指

定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

 

（業務実施状況等の公表） 

第 40 条 市及び指定管理者は、本協定第 38条から第 39条に定める事業計画書等及び事業報告書等

を公表するものとする。 

２ 指定管理者は、本業務を終了するまでの間、本協定第 38 条から第 39 条に定める事業計画書等

及び事業報告書等の写しを保管し、市民からの求めがあったときは、施設窓口において閲覧に供

しなければならない。 

 

（利用統計） 

第 41 条 指定管理者は、施設の利用者に係る利用統計を作成し、毎月終了後市が指定する日までに

提出しなければならない。 

 

（地区センター委員会） 

第 42 条 指定管理者は、地域の代表や利用者、公募による市民などで構成する地区センター委員会

を設置しなければならない。 

２ 指定管理者は、地区センター委員会を開催し、その意見等を施設の運営に取り入れるものと

する。 

 

（利用者会議） 

第 43 条 指定管理者は、利用者代表等からなる利用者会議を開催しなくてはならない。 
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２ 指定管理者は、利用者の意見等を施設の運営に取り入れるものとする。 

 

（意見・要望対応） 

第 44 条 指定管理者は電話や FAXその他により利用者から寄せられる意見・要望に十分応えること

のできる体制を整えなければならない。 

２ 指定管理者は意見・要望の対応結果について公表しなければならない。 

 

（自己評価） 

第 45 条 指定管理者は、本業務の遂行について、施設の設置目的や協定書、公募要項等に沿って行

われているか、指標に対する目標値を達成しているか、利用者のニーズに合致したものとなって

いるかを確認するため、市が定める方法で、目標設定を行い、年 1 回以上、自己評価を行わなけ

ればならない。 

２ 指定管理者は、市民及び利用者等に対する調査を実施しようとする場合には、事前に市にその

旨を通知するものとする。市は、この調査に立ち会うことができるものとする。 

３ 指定管理者は、第 1 項に基づく目標設定及び自己評価を行った場合、その結果を市に報告しな

ければならない。 

４ 指定管理者は、第 1 項に基づく自己評価の結果必要があると認められる場合、市と協議の上業

務の改善策を検討し、策定した改善計画を踏まえ、次年度の目標設定を行わなければならない。 

５ 指定管理者は、設定目標、自己評価の結果、改善計画及び改善結果を公表しなければならない。 

 

（修繕報告等） 

第 46 条 指定管理者は、各種点検を経て行った修繕等や、建築局が実施する劣化調査及び二次点検

等に伴い建築局から指摘を受け行った修繕等について、修繕等が終了した場合は速やかに、修繕

年月日、修繕箇所、修繕費、施工者等、修繕内容（修繕工事完成図、工事写真等による）の報告を

市に行わなければならない。 

なお、市から求められた場合は、修繕箇所に修繕年月日が分かるよう表示する。 

建築局による劣化調査や二次点検が行われる施設でない場合は、修正して記載する 

 

（本指定管理実施状況の確認及び改善の指示） 

第 47 条 市は、前条までに定めるもののほか、法第 244 条の２第 10 項に基づき、指定管理者に対

して本指定管理の実施状況について随時、報告を求め、また実地について調査するため、施設に

立ち入ることができる。 

２ 指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申出に

応じなければならない。 

３ 本協定第 39条の規定に基づく報告及び第１項の規定に基づく報告及び実地調査により、指定管

理者の本指定管理の実施内容等が、条例、規則、要綱、その他市が提示する要件等を満たしていな

いと認められる場合、あるいは、本協定第 48条に定める第三者評価により指摘された改善すべき

点等が速やかに改善されない場合、市は、法第 244条の２第 10項に基づき、指定管理者に対して
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業務の改善を指示するものとする。 

４ 指定管理者は、前項の指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を遅

滞なく市に報告しなければならない。 

５ 市は、第１項の点検等の結果並びに前項の改善結果を公表するものとする。 

 

（第三者評価） 

第 48 条 指定管理者は、施設の管理運営に関し評価、検証等を行うことを目的として、市が指定す

る方式による第三者評価（以下「第三者評価」という。）を、指定期間の２年目又は３年目のいず

れかのうち[同一の指定管理者が引き続いて指定される場合は⇒指定の始期から３年以内のうち]

市と指定管理者の協議により定める時期に、１回受審しなければならない。 

２ 指定管理者は、第三者評価を受審するに当たって、市から必要な書類の提出を求められたとき

は、これに従わなければならない。 

３ 第三者評価に係る費用は、指定管理者が負担するものとする。 

４ 指定管理者は、第三者評価を行った場合、その結果を市に報告しなければならない。 

５ 指定管理者は、第三者評価の結果、業務の遂行について改善すべき点等が指摘された場合、市

と協議の上業務の改善策を検討するとともに、速やかに実行し、改善状況を市に報告しなければ

ならない。 

６ 市は、前２項に定める第三者評価の結果及び改善状況を公表するものとする。 

７ 指定管理者は、第三者評価の結果及び改善状況を公表しなければならない。 

 

第６章 指定管理者の収入等 

 

（指定管理者の収入） 

第 49 条 指定管理者の収入は、指定管理料、利用料金、指定管理事業収入、自主事業収入及び雑入

とする。 

２ 指定管理者は、指定管理料、利用料金、指定管理事業収入、自主事業収入及び雑入について、必

要な帳簿を作成し他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。 

 

（指定管理料） 

第 50 条 市は、本指定管理実施の対価として、各年度の市歳出予算の範囲内で指定管理者に対して

指定管理料を支払う。 

２ 市が指定管理者に支払う指定管理料の額及び支払い方法等は、指定管理者が公募時に提出した

提案書類等による提案額に基づき、年度協定に定めるものとする。 

３ 前項に基づく各年度の協議において、選定時に指定管理者が提案した金額を下回る金額を当該

年度の指定管理料とする場合、指定管理者は、市に対し、文書をもって管理運営の内容の変更に

関する協議を申し出ることができる。 

４ 市は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。 

５ 指定管理者による管理運営が、本協定や公募要項で定めた水準に満たなかった場合、市は、指

新指定管理者か継続の指定管理者

かによって、文言を選択できます。 
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定管理料の減額を行うことができる。 

 

（指定管理料の変更） 

第 51 条 各年度中の物価水準の変動、その他やむをえない事由により、市又は指定管理者が、各年

度の当初に合意した指定管理料が不適当と認めたときは、相手方に対し、文書をもって指定管理

料の変更に関する協議を申し出ることができる。 

２ 市及び指定管理者は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。 

３ 指定管理料変更の要否及び指定管理料の額の変更は、市と指定管理者の協議により定めるもの

とする。 

 

（物価及び賃金水準の変動への対応） 

第 52 条 指定期間中の物価及び賃金水準の変動に応じて、指定管理料を変更し、各年度の指定管理

料を支払うものとする。また、変動分がマイナスの場合も指定管理料に反映するものとする。 

２ 物価及び賃金水準の変動は、原則として当年度及び次年度の指定管理料に反映するものとする。 

３ 市又は指定管理者は、社会情勢の著しい変動等により、物価及び賃金水準の変動を指定管理料

に反映することが不適当と認めた場合には、相手方に対して協議を申し出ることができる。 

４ 市及び指定管理者は、前項に定める協議の申し出があった場合は、これに応じなければならな

い。 

５ 指定管理料への反映の有無については、市と指定管理者の協議により定めるものとする。 

６ 賃金水準の算出における年度途中の基礎単価及び人員配置の変動に伴う人件費の変更について

は指定管理者の負担とする。なお、次年度以降にわたるような恒常的かつ大幅な変更については、

別途協議するものとする。 

 

（ニーズ対応費） 

第 53 条 指定管理者は、本協定第 50 条に基づき市が支払う指定管理料の内、指定管理者が公募時

に提出した提案書類等による利用料金の収入見込額の３分の１に相当する金額については、利用

者ニーズに対応するための費用として、執行しなければならない。 

 

（利用料金） 

第 54 条 指定管理者は、条例第９条第１項の規定に基づき、施設の利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を、指定管理者の収入として収受することができる。 

２ 指定管理者の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。 

３ 指定管理者が、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、市又は市が指定するもの

に円滑に引継ぎを行うものとする。 

４ 利用料金の額は、条例第９条第２項の規定で定める額の範囲内において、市の承認を得て指定

管理者が定めるものとし、必要に応じて市と指定管理者の協議を行うものとする。 

５ 指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに３か月以上の周知期間を設

けなければならない。ただし、指定当初に従前の料金を変更すること無く利用料金の承認申請を
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行う場合は、料金の承認後速やかに周知を行うものとする。 

６ 指定管理者は、条例第 10条及び規則第７条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除す

るものとする。 

 

（公租公課） 

第 55 条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、す

べて指定管理者の負担とする。 

 

（管理口座） 

第 56条 指定管理者は、本指定管理の実施に係る収入及び支出を適正に管理することを目的として、

本指定管理専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。 

２ 指定管理者は、本協定第 54条第３項に定める指定期間外の利用に係る利用料金収入については、

前項で規定する口座と別の口座を設け、これを管理するものとする。 

 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第 57 条 指定管理者は、故意又は過失により本指定管理を実施する建物・設備を損傷し、又は滅失

したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市は特別の理由

があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

２ 市の責めに帰すべき事由により指定管理者に損害が生じた場合は、指定管理者は当該損害の賠

償を市に請求することができる。 

 

（第三者への賠償） 

第 58 条 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じ

た場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害

（次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。）のうち市の責めに帰すべき事

由により生じたものについては、市が負担する。 

２ 前項ただし書きの場合で、市及び指定管理者の負担の割合が不明なときは、両者の協議により、

負担の割合を定める。 

３ 市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に発生した損害について、指定管理者に

代わって第三者に賠償した場合、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を指定管理者

に対して求償することができる。 

 

（保険） 

第 59 条 指定管理者は、指定期間中、指定管理者を被保険者、横浜市を追加被保険者とする指定管

理に対応した施設賠償責任保険に加入しなければならない。なお、対人補償の保険金額は１億円

以上とする。 
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２ 前項で規定する以外の保険の加入については任意とする。 

３ 指定管理者は、当該保険契約の締結後速やかに、前２項に定める保険契約書及び保険証書の写

しを、市に提出するものとする。 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第 60 条 不可抗力の発生により市又は指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生する恐れがある

場合、指定管理者は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加

費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

（不可抗力によって発生した損害等の費用負担等） 

第 61 条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生した場合、指定管

理者は文書で当該内容を市に報告しなければならない。 

２ 市は、指定管理者からの報告に基づき、当該損害等についての調査を行い、当該費用について

合理性の認められる範囲で、その費用を負担するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して市に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用は市が負担

するものとする。 

 

（不可抗力による業務実施の一部免除） 

第 62 条 不可抗力の発生によって本指定管理の一部の実施ができなくなったと認められる場合、指

定管理者は不可抗力により受ける影響の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。 

２ 指定管理者が不可抗力により本指定管理の一部を実施できなかった場合、市は、指定管理者と

協議のうえ、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分について、指定

管理料から減額することができるものとする。 

３ 前項の規定に基づき、市は、指定管理者に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求める

ことができる。 

 

第８章 指定期間の満了 

 

（業務の引継ぎ等） 

第 63 条 指定管理者は、指定期間の満了若しくは本指定管理の取消に際し、本施設の管理運営が遅

滞なく円滑に実施されるよう、市又は市が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならな

い。 

２ 市は、必要と認める場合には、本指定管理の終了前に、指定管理者に対し、市又は市が指定する

ものによる本指定管理の内容等についての調査を申し出ることができるものとする。 

３ 指定管理者は、市から前項の調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてそ

の申出に応じなければならない。 

４ 第１項の規定による本指定管理の引継ぎ等に関する費用は、指定管理者の負担とする。 

５ 施設のウェブサイトのアドレスは新指定管理者に引き継ぐものとする。引継ぎが困難な場合は、
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アドレスが変更になった旨を旧サイトに掲載し、一定期間（概ね１年間）新サイトに利用者を誘

導するよう努めるものとする。 

 

（原状回復義務） 

第 64 条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を

行う建物、設備を原状に回復し、市に明け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、指定管理者は施設の原状回復は行わずに、別

途市が定める状態で市に対して明け渡すことができるものとする。 

 

（備品等及び文書等の扱い） 

第 65 条 本指定管理終了に際し、備品等の扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 備品等（Ⅰ種）について、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き渡さなけれ

ばならない。 

(2) 備品等（Ⅱ種）について、指定管理者は、原則として自己の責任と費用において撤収するも

のとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は、市又

は市が指定するものに対して備品等（Ⅱ種）を引渡すことができるものとする。 

２ 消耗品、その他の物品類の扱いについては、前項に準じ、市と指定管理者の協議の上決定する

ものとする。 

３ 本指定管理終了に際し、本指定管理の実施に必要な文書等について、指定管理者は、市又は市

が指定するものに対して引き渡さなければならない。 

４ 指定管理者は、指定管理者が保有する個人情報を、市又は市が指定するものに対し引き継ぐ際

には、漏えいのないように確実に引き継がなければならない。また、保有する必要のなくなった

個人情報は、適切な手段で速やかに廃棄することとし、指定管理者が独自のシステム等を利用し

ていた場合には、引継ぎや廃棄を確実に行うものとする。 

 

第９章 指定取消及び業務の停止等 

 

（市による指定の取消等） 

第 66 条 市は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第 244条の

２第 11 項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命ずることができる。 

２ 前項の指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときとは、次の場合と

する。 

(1) 指定管理者が当該施設の条例又は本協定の規定に違反したとき 

(2) 指定管理者が法第 244 条の２第 10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに

応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき 

(3) 指定管理者が法第 244条の２第 10項の規定に基づく市の指示に従わないとき 

(4) 指定管理者が当該施設の公募要項に定める資格要件を失ったとき 
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(5) 申込みの際に指定管理者が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき 

(6) 指定管理者の経営状況の悪化や組織再編行為等により管理業務を継続することが不可能又

は著しく困難になったと判断されるとき 

(7) 指定管理者の本指定管理に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継続さ

せることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき 

(8) 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理業務が行われないとき 

(9) 不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき 

(10) 指定管理者から、次条に基づく指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を求め

る書面による申し出があったとき 

(11) 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき 

(12) その他、指定管理者による管理を継続することが適当でないと市が認めるとき 

３ 第１項の規定により指定を取消し、又は本指定管理の全部若しくは一部の停止を命じた場合に

おいて、指定管理者に損害又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。 

４ 市は、第１項の規定により、年度途中において、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務

の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者が既に受領している当該年度の指定管理

料の全部又は一部の返還を求めることができる。 

５ 第１項の規定により指定の取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、

指定管理者の責めに帰すべき事由により市に損害が生じたときは、指定管理者は市に対して賠償

をしなければならない 

 

（指定管理者からの指定取消等の申出） 

第 67 条 指定管理者は、市が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合、市に対

して指定取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を申し出ることができる。 

２ 市は前項の申出を受けた場合、指定管理者への協議を経てその措置を決定するものとする。 

３ 第１項の申し出に基づき、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じたときは、指定管理者が既に受領している指定管理料について、市と指定管理者の

協議によりその返還する額を決定するものとする。 

４ 第１項の申出に基づき、市が指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合において、市が指定管理者に損害を及ぼしたときは、市はその損害を賠償す

るものとする。 

５ 第１項の申出に基づき、市が指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じたことにより市が被る損害及び増加費用について、指定管理者はその賠償の責めを

負わない。 

 

（不可抗力による指定の取消等） 

第 68 条 市又は指定管理者は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本指定管理の継続等が困

難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止に関す

る協議を求めることができるものとする。 
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２ 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は、指定の取消又は管理業務の全部若

しくは一部の停止を行うものとする。 

３ 前項の指定の取消によって指定管理者に発生した損害及び増加費用は、合理性が認められる範

囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により決定するものとする。 

 

（指定取消時の取扱い） 

第 69 条 第 63条から第 65条までの規定は、第 66条から第 68条までの規定により本指定管理が終

了した場合に、これを準用する。ただし、市及び指定管理者が合意した場合は、この限りでない。 

 

（指名停止） 

第 70 条 指定管理者が本市指名競争入札に参加する資格を有する者であり、横浜市指名停止等措置

要綱第２条別表第１から別表第３までの各号に掲げる措置要件の一に該当する場合は、当該各号

に定めるところにより期間を定め、指定管理者について、指名停止を行う。 

 

第 10章 その他 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第 71 条 指定管理者は、本協定及び年度協定に基づいて取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、

承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。 

 

（連絡調整） 

第 72 条 指定管理者は、本指定管理を円滑に履行するため、市及び関連機関との情報交換や業務の

調整を図るものとする。 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第 73 条 本協定に関する市と指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に

特別の定めがある場合又は市が特別に認めた場合を除き、文書により行わなければならない。 

２ 本協定の履行に関して市と指定管理者間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関して市と指定管理者間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合

を除き、計量法（平成４年法律第 51号）の定めるところによる。 

 

（災害等発生時の対応） 

第 74 条 指定管理者は、横浜市震災対策条例（平成 25 年２月横浜市条例第４号）第８条に定める

事業者としての基本的責務及び横浜市防災計画及び◯◯区防災計画に基づく施設の管理者として

の責務を果たさなければならない。 

２ 指定管理者は、災害等の発生時における市による施設の使用に関して、市との間で「災害時等

における施設利用の協力に関する協定」（以下「災害時協定」という。）を締結し、災害等の発生時

には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。 
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３ 指定管理者は、市が作成する「指定管理者災害対応の手引き」（以下「災害対応手引き」という。）

に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。 

４ 指定管理者は、災害等の発生時には、「災害時協定」及び「災害対応手引き」に規定のない事項

であっても、被災者の援助活動等に関して市が協力を求めた場合には、市に協力するよう努める

ものとする。 

 

【横浜市防災計画に位置づけがない施設の場合】 

第 74 条 指定管理者は、横浜市震災対策条例（平成 10 年２月横浜市条例第１号）第８条に定める

事業者としての基本的責務を果たさなければならない。 

２ 指定管理者は、災害等の発生時に、被災者の援助活動等に関して市が協力を求めた場合には、市

に協力するよう努めるものとする。 

３ 指定管理者は、本施設が今後横浜市防災計画及び◯◯区防災計画に位置づけられる可能性があ

ることを了承するとともに、位置づけられた場合には、市との間で「災害時等における施設利用の協力

に関する協定」を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。 

４ 指定管理者は、前項の場合においては、市が作成する「指定管理者災害対応の手引き」に基づ

き、災害等発生時の体制を整備するものとする。 

 

（廃棄物の対応） 

第 75 条 指定管理者は、施設から発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルー

ルに沿って適切に分類を行い、可能な限り資源化していくなど「横浜市一般廃棄物処理基本計画」

等に沿った取組を推進するものとする。 

 

（市内中小企業への優先発注等） 

第 76 条 指定管理者は、横浜市中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえ、修繕等の工事の発注、物品

及び役務の調達等にあたっては、本市のウェブサイトに掲載されている有資格者名簿等を参考に

市内中小企業への優先発注に努めるものとする。 

２ 市は、本施策の取組状況を把握するために、指定管理者に対して、指定期間中の発注状況につ

いて調査を行うことができる。 

３ 指定管理者は、前項の調査について市に提出を求められた場合は、遅滞なく報告するものとす

る。 

 

（障害者雇用促進の取組） 

第 77 条 指定管理者は、障害者の雇用の促進等に関する法律の基本的理念を踏まえ、障害者雇用の

促進に努めるものとする。 

２ 市は、本施策の取組状況を把握するために、指定管理者に対して、指定期間中の障害者雇用の

状況について調査を行うことができる。 

３ 指定管理者は、前項の調査について市に提出を求められた場合は、遅滞なく報告するものとす

る。 
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（財務状況の確認） 

第 78 条 市は、各年度に１回、指定管理者に対して選定時と同様の財務状況の確認を行うものとす

る。 

２ 指定管理者は、前項の確認実施にあたり、市から財務諸表等の財務関係書類の提出を求められ

た場合、速やかに必要書類を市に提出しなければならない。 

３ 市は、財務状況の確認を実施した結果について、遅滞なく指定管理者に通知するものとする。 

４ 市は、指定管理者の財務状況を確認した結果、本施設の管理運営に支障が生じると判断した場

合は、指定管理者に対して、必要な改善指導を行うことができる。 

５ 市は、前項の改善指導を行ったにも関わらず、指定管理者の財務状況の改善が見込まれないと

判断した場合は、本協定第 66条に基づく指定の取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命ずることができる。 

 

（市による施設の利用） 

第 79 条 指定管理者は、市が選挙その他必要な業務での施設の利用を申し出た時は協力しなければ

ならない。 

 

（その他市政への協力） 

第 80 条 指定管理者は、その他環境対策や区局の運営方針等、市政に関して協力するよう努めるも

のとする。 

 

（組織再編行為等が生じた場合の対応） 

第 81 条 指定管理者は、組織再編行為、事業譲渡、買収、法人格取得その他の行為（以下「組織再

編行為等」という。）により、法人格若しくは団体の基礎となる事項又は業務内容等の変更が見込

まれる場合は、その旨を直ちに市に報告するとともに、次に掲げる書類を提出しなければならな

い。 

(1) 報告内容の概要及び今後のスケジュール 

(2) 変更後の事業計画に関する資料 

(3) 報告に関係する全ての法人等の定款又はこれに類するもの 

(4) 報告に関係する全ての法人等の法人登記に係る全部事項証明書又はこれに類するもの 

(5) その他市が必要と認めて指示する書類 

２ 指定管理者が、指定管理に関連する業務を、第三者（以下「新法人等」という。）に承継させる

ことになる場合は、指定管理者は、新法人等に、前項各号の書類を市に提出させるとともに、市、

指定管理者及び新法人等（新法人を設立しようとする者を含む。以下同じ。）との協議の場を調整

し、設けなければならない。 

３ 市は、前２項に基づき提出された資料及びこれに基づく協議の状況並びにその他の諸状況を総

合的に考慮し、必要な対応や手続を検討し、その結果を指定管理者に伝えるものとする。 

４ 指定管理者及び新法人等は、公の施設の管理者が負う責任の重大性を踏まえ、当該施設を利用
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する市民への影響等を十分に考慮し、第２項の協議に誠実に対応しなければならない。 

５ 第１項に規定する各行為及びそれに対する市の対応の結果生じた指定管理者又は新法人等の経

済的負担及び損害については、第２項の承継の申し出に基づき市が新法人等を指定管理者に指定

するか否かにかかわらず、それぞれが負担しなければならない。 

６ 指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、市が必要な対応をするために発生する次の

費用は、指定管理者又は新法人等に負担させることができる。 

(1) 選定評価委員会等への諮問のために必要となる委員報酬等の費用 

(2) 弁護士等の専門家への相談のために必要となる謝金等の費用 

７ 前項の費用の内訳、支払い方法及び支払い時期等の詳細は、市が定めて指定管理者に通知する。 

８ 第６項は、指定管理者側の事情により市に発生する実費を請求できる旨を定めるものであり、

本協定第 66 条第５項に基づく損害賠償請求は、これとは別に求めることができる。 

 

（リスクの分担） 

第 82 条 本指定管理に関するリスクの分担については、本協定又は公募要項に別途記載があるもの

を除き、別紙３に示すリスク分担表のとおりとする。 

２ 前項の市と指定管理者の責任分担のうち、施設等の損傷が第三者の責めに帰すべきものであり、

当該第三者が特定できる場合、指定管理者は、当該第三者に対して当該損害の賠償を求めるもの

とする。第三者が特定できない場合及び第三者が損害の賠償等に応じない場合は、市と指定管理

者間で協議の上、対応を決定する。 

 

（協定の変更） 

第 83 条 本指定管理に関し、本指定管理の前提となる条件若しくは内容が変更されたとき又は特別

な事情が生じたときは、市と指定管理者の協議により本協定の規定を変更することができるもの

とする。 

 

（解釈） 

第 84 条 市が、本協定に基づき書類の受領、通知若しくは調査を行い、又は説明若しくは報告を求

めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき本指定管理の全部又は一部について、

その責任を負うものと解釈してはならない。 

 

（疑義についての協議） 

第 85 条 本協定に特別の定めのない事項又は本協定の条項について疑義を生じた場合は、市と指定

管理者の協議によりこれを定めるものとする。 

 

本協定を証するため、本書を２通作成し、記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和 年 月 日 
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市   横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 

横浜市 

横浜市長 ○○ ○○   印 

 

指定管理者  横浜市○○区○○町○丁目○番 

株式会社○○ 

代表取締役 ○○ ○○     印 
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別紙１ 用語の定義 

用語 用語の定義 

公の施設 

地方自治法第244条第１項に基づき、普通地方公共団体（都道府県及び市

町村）が、住民の福祉を増進する目的で住民の利用に供するために設ける

施設のことをいう。 

目的外使用 

市が有する行政財産について、地方自治法第238条の４第７項に基づき、

その用途又は目的を妨げない範囲で、市が許可することによって、当該財

産の目的以外に使用することをいう。 

 

 

 

 

別紙２ 個人情報取扱特記事項 

 （素案では省略） 
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別紙３ リスク分担表 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 
指定 

管理者 

分担 

(協議) 

指定管理者 

(負担限度付) 

物価変動 

物価の変動に伴う経費の増加 ※１ ○    

社会情勢の著しい変化による急激な物価上昇等、施設の収支計画

に多大な影響を与えるもの 
  ○  

賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加 ※２ ○    

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○   

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○   

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更   ○  

税制変更 

消費税（地方消費税を含む。）率等の変更   ○  

法人税・法人住民税率等の変更  ○   

事業所税率等の変更   ○  

それ以外で管理運営に影響するもの   ○  

許認可等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの ○    

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによ

るもの 
 ○   

管理運営内容の 

変更 

市の政策による期間中の変更 ○    

指定管理者の発案による期間中の変更   ○  

組織再編行為等 
指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、必要な対応を

するために市に発生する費用 
 ○   

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動   ○  

それ以外のもの  ○   

管理運営の 

中断・中止 

市に帰責事由があるもの ○    

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

それ以外のもの   ○  

施設等の 

損傷及び修繕 

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

指定管理者が設置した設備・備品  ○   

それ以外のもの 

（上段：１件当たり、下段：年間合計） 

   60 万円 

   200 万円 

利用者等への 

損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○    

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

市と指定管理者の両者、又は被害者・他の第三者等に帰責事由が

あるもの 
  ○  

公募要項等 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○    

不可抗力※３ 
不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○    

不可抗力による管理運営の中断   ○  

※１ 物価変動への対応：消費者物価指数（生鮮食品を除く総合・横浜市）の変動率に基づき影響額を算定し、
当年度及び翌年度の指定管理料に反映する。 

※２ 賃金水準変動への対応：神奈川県最低賃金額又は民間給与実態調査（横浜市人事委員会事務局公表）の
変動率に基づき影響額を算定し、当年度及び翌年度の指定管理料に反映する。 

※３ 不可抗力：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、
ストライキ及び感染症等の流行など 

【集会所・ｽ

ﾎﾟｰﾂ会館】 

上段（１件当

たり）：30 万

円、 

下段（年間合

計）：30万円 
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